
第３回 瑞穂町行政評価委員会 次第 

 

 

日時 平成２２年３月３０日（火） 

午前１０時～        

場所 町民会館 第１会議室    

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

（１）行政評価システムの再構築とシートの改良（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 

資料１：行政評価システムの再構築とシートの改良（案）（事前配布） 

資料２：改良シート及びモデル事業シート（事前配布） 

資料３：瑞穂町行政評価委員会委員及び事務局名簿（当日配布） 
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行政評価システムの再構築とシートの改良（案） 

 

 

 

１ 現在までの取り組み状況（再構築前）                

前回会議からの経過事項 

■第２回行政評価委員会（前回）で各委員からいただいた主な意見 

・ シートを積極的に公開していく 
・ シートの内容を簡潔明瞭にする 
・ 常に町民の意見を把握し、事業・シートに反映させる 
・ 活動実績だけではなく、町民にとってどのような効果があるのか視点をもつ 
・ 計画が長期にわたるものについては、完了年度を設定するとともに、年度ごとの

事業効果、将来予測をたてる 
・ 表記の統一化を図る（例：シートに記載されている年度の流れ 等） 
・ 事業を評価するにあたり、評価基準・評価方法をそれぞれ設定する 
・ 評価したものについて、現場に伝え、事業に反映させていく 
 

 

■専門委員からのアドバイス 

町の行政評価システムを構築した際のアドバイザーであった辻琢也教授（一橋大

学大学院法学研究科）との打合せを行い、制度やシートに関する現状を報告し、ア

ドバイスを受けました。 

 【主なアドバイスの内容】 

・ シートを簡素化しすぎると、行政評価の実効性が薄らぐことになる。現行程度

の文章量は必要である。 
・ 事業の効果を計るためにも、評価指標は絶対に必要である。 
・ 事業の新設・廃止（スクラップ・アンド・ビルド）を検討するためには、前も

って、すべての評価事業を横断的に整理することが必要である。 
・ 公表は、全ての評価事業ではなく、重点事業あるいは住民関心の高い事業を公

表するのが一般的である。 
・ 行政評価システムと長期総合計画を連動させるためには、計画と予算が一致し

ていることが必要である。 
 
 
 
 
 

資料１ 



 2

２ 今後の評価制度（再構築後）                    

■どのように再構築するのか 

・ 行政のマネジメントサイクルである、企画（ＰＬＡＮ）・実施（ＤＯ）・評価（Ｃ

ＨＥＣＫ）・改革（ＡＣＴＩＯＮ）のうち「改革（ＡＣＴＩＯＮ）」の機能を強

化し、実効性を高めます。評価（ＣＨＥＣＫ）を行った後、担当部・課におい

て、事業のスクラップ･アンド･ビルドを含めた事業の改善及び適正な予算積算

を行います。（予測される効果：優先的に成果の向上を目指す事業、現状の成果

水準を維持する事業、抜本的に見直しを図る事業の方向性を明確にして、事務

事業別にスクラップ・アンド・ビルドによる事業の展開を図り、財源を有効に

活用します。） 

 

・ 長期総合計画の施策体系に則り、評価対象の事業単位を明確化します。（予測さ

れる効果：事務事業のスクラップ･アンド･ビルドを行うとともに、事務事業の

評価から施策の評価を行います。） 

 

 

施策の大綱 施 策 事務事業 細事業 

環境整備の促進

防犯活動の推進

防犯情報の配信

防犯灯の設置 

事務事業評価対象 施策評価対象

安全でいきいき

とした生活環境

づくり 

安全・安心まちづ

くりの推進 

治安施設の充実

評価対象事業の明確化（内容は第３次長期総合計画参考） 

青色回転灯防犯パ

トロールの実施 

前
年
度

各
課
予
算
案

作
成 

企画（PLAN） 

実施（DO） 

評価 

（CHEK） 

改革 

（ACTION）

今後の事業の新設・拡大・

廃止は？前年度の達成

度・評価は？改善策は？ 

適正な予算積算 

翌
年
度
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・ 再構築前のシートでも、記載内容が詳細であることにより、事業内容やその経

緯が分かりやすいものであったため、シートの修正案では、内容を簡略化させ

るのではなく、主にシートの構成を修正しました。また、「長期総合計画におけ

る進捗状況評価」、「改善点」及び「今後の方向性」を新たに追加しました。（予

測される効果：シートに、「改善点」及び「今後の方向性」といった項目を記載

することによって、担当職員の事業改善意識及び政策形成能力の向上を図りま

す。） 
・ 記入要領を作成することにより、記載内容の統一を図ります。また、目標・成

果などは可能な限り数値化します。（予測される効果：誰が見ても分かり易いシ

ートの作成を目指します。また、数値化することにより目標・成果の内容をよ

り客観的なものとします） 
・ 「行政活動」と「成果」の概念を職員意識に浸透させます。 

 
 
 
■行政評価委員会では、どのような基準で評価するのか 

下記の基準をもとに、１０事業程度を選定します。 
・ リストを作成し、予算を優先的・重点的に配分してきた事業や、住民にとって

関心の高い事業を福祉や環境、産業など分野ごとに事務局または委員会が選定

した事業 
・ すべての評価事業の中から、委員会の提案により選定した事業 
・ 経常的な事業であり、今後さらなる効率性が求められる事業で事務局または委

員会が選定した事業 
 
 
 
■どのように評価するのか 

・ 上記の基準により選定した事業について、行政評価委員会に評価していただきま

す。また、すべての事業について成果･達成度をとりまとめたものについては、

別途事務局から報告することとします。なお、会議では、選定された事業の担当

者が説明員として同席し、成果や達成度、今後の方針などについて説明すること

も考えられます。 
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評価の着眼点（例） 
評価の内容 意図・着眼点 

①目的の明確化 

・対象、意図の明確化 

・非効率業務の特定・廃止 

○ 住民のニーズを反映しているか？ 

○ 目的達成のための手段として妥当か？

②成果の指標化 

・指標の設定 
○ 評価指標の設定は妥当か？ 

③役割分担の可能性の検証 

・町、住民、各種団体・企業、

東京都、国との役割分担 

○ 町が実施すべきものか？ 

○ 役割分担の可能性はないか？ 

④連携の可能性の検証 

・他の事務事業との連携 

○ 他の事務事業との連携、統合によって

より高い成果を得られないか？ 

⑤効率性の検証 

・投入量と活動量 

・業務遂行過程の効率化 

○ 投入量（財源・人材など）に対する活

動量（実施結果）は適切か？ 

○ 費用対効果に改善の余地はないか？ 

⑥達成度の検証 

・目標（値）の達成度 

・業務品質・成果の改善 

○ 予定した成果をあげているか？ 

○ 町民の理解が得られているか？ 

○ 目標を達成できなかった原因は何か？

⑦優先順位の明確化 

・業務（目標）間での優先順位

○ 財政状況や社会情勢の変化などに対応

した事業を実施しているか？ 

 
 
 
■委員会の意見を各事業にどのように反映させるのか 

・ 行政改革推進本部会議（本部長：町長、副本部長：副町長及び教育長、本部委

員：部・課長職で構成）において、すべての事業の成果・達成度を報告すると

ともに、委員会による評価結果を報告します。 
・ 行政評価ヒアリングにおいて、委員会からの意見を主管課に報告するとともに、

改善すべき点や今後の方針について確認します。 
 
 
 
■何をどのような方法で公表するのか 

・ 事業実施の翌年度に、①すべての評価事業をとりまとめ、事業を新規・継続・見

直し・廃止などに分類したもの、②委員会において評価した事業について、事業

概要や目標、委員会からのコメント等を記載したもの、などを町のホームページ

に掲載するとともに、冊子を作成し、情報公開コーナーに設置します。 
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■どのようなサイクルで評価するのか 

「Ａ」は前年度事務事業評価シート 
「Ｂ」は現年度事務事業評価シート 
「Ｃ」は翌年度事務事業評価シート   ※塗りつぶしは、再構築した主な内容 
月 主管課 査定担当 

４月 
・ Ａの評価（成果等を記入）

・ Ｂの内容を修正 

・ Ａ・Ｂのとりまとめ（各課長評価の後、部

長が評価） 

・ 前年度の行政改革の実施状況を報告（行政

改革推進分科会） 

５月  Ａを行政評価委員会が評価 

６月  

・ Ａ及び評価結果を行政改革推進本部会議

に報告 

・ Ａを公表 

７月 Ｃの評価 

・ Ｃのとりまとめ 

・ Ｃを行政評価委員会に報告 

・ 前年度の行政改革の実施状況を公表 

８月   

９月 行政評価のヒアリング（Ｃ） 行政評価のヒアリング（Ｃ） 

１０月 行政評価のヒアリング（Ｃ） 行政評価のヒアリング（Ｃ） 

１１月  

・ 行政評価のヒアリング（Ｃ）の結果をもと

に、実施計画書を作成 

・ 新たな補助金等の創設に係る審査・報告

（補助金等審査分科会） 

１２月 当初予算査定ヒアリング 当初予算査定ヒアリング 

１月 当初予算査定ヒアリング 当初予算査定ヒアリング 

２月  予算案の作成 

３月  

・ 予算案を議会に上程・審議・議決 

・ 評価事業（Ｂ）を行政評価委員会が選定 

・ 当該年度の行政改革の実施状況のとりま

とめ 
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３ 継続検討事項                           

■ 評価における各種データや評価内容等について、データベース化等に対応させる

とともに、町の予算の組み立てから支出までを管理する「財務会計システム」と

の連動に対応できるよう、ＩＴ（情報技術）を活用したシステムの構築について

研究していきます｡ 

■ 評価結果について事業の担当職員だけではなく、全職員に周知させるなど、職員

の事業改善意識及び政策形成能力の向上策を研究していきます。 
■ 部単位でのマネジメント能力をさらに向上させる手法について研究していきます。 
■ 今後も、町民の視点からなる行政評価システムを確立するため、再構築案につい

て継続して検討していきます。 



事務事業評価シート（改良案）  資料２－①

　 ●

【長期総合計画における進捗状況評価】※年度終了後に記入

　

　

●

　

　

分野名

経　緯
（いつからど
のように始
まったのか）

課　題
（どのような
問題があるの

か）

大項目 福祉 実施計画書掲載 ○

小項目

根拠計画及び
根拠法令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、地方自治法第244の2、東京都福
祉のまちづくり条例、瑞穂町福祉会館条例、瑞穂町地域保健福祉計画

内容・目的
（どのような
ことを行って
いるのか・ど
のような状態
にしようとし
ているのか）

事務事業名 福祉会館改修事業及び管理

事
業
概
要

地域福祉 事業期間 昭和47年から

高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び東京都福祉のまちづくり条
例や東京都ハートビル条例に基づき、町民だれもが安心し安全に使用できるよう、老朽化
した福祉会館を改修し、バリアフリー化（エレベーター・2階だれでもトイレの設置等改
修工事）する。また、地域コミュニティ施設として供することにより、利用者に対する利
便性を向上させ、効率的かつ効果的な福祉会館の施設管理を行う。

（福祉会館の概要）
会議室等は各種団体の話し合いの場、研修等学校教育以外の社会教育の推進及び高齢者の
憩いの場としても利用されている。
【総面積1,578,61㎡・会議室等　9室】

・障がい者（児）等が施設の2階への移動が困難である。
・建築後36年経過し、経年劣化による内外装、電気設備等の損耗が激しくなっている。
・利用者駐車場が狭く、利用者にとって不便を来たしている。
・空きスペースの有効的な活用手法の検討が必要である。

民間委託の形態

福祉保健部  福祉課  地域福祉係担当部署

作成者 榎本 雅一

一部委託

・昭和46年防衛施設周辺民生安定施設整備事業として交付申請
・昭和47年3月16日に福祉会館完成。同日付けで福祉会館条例を制定。管理を社会福祉法
人瑞穂町社会福祉協議会へ委託。
・昭和56年10月に増築（RC2F、387.30㎡）着工し、翌年3月完成（都補助）
・平成8年内部改修、車椅子対応のトイレ設置、空調機取替等工事を実施（町単独）

福祉保健 全部委託

進
捗
状
況
評
価

説
明

公共施設のバリアフリー化を推進するため、今後は
利用者等の意見・要望を取り入れた設計により、改
修工事を行う。

Ａ目標を達成し施策（事業）は完了し、目的の効果を挙げた

Ｂ目標を達成し施策（事業）は完了したが、当初予定してい
た成果とは異なった、もしくは不明

Ｃ順調に進捗し、期待通りの成果をあげている

Ｄ順調に進捗しているが、期待していた成果とは異なる、も
しくは不明

Ｅ当初の計画より遅れている、または取り組んでいない

Ｆ当該事業実施の必要性がなくなった

 



事務事業評価シート（改良案）

年度

【目標・成果等】※「目標」はシート作成時、「成果」「今後改善すべき点」「今後の方向性」は年度終了後に記入
　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

●Ａ拡大

　Ｂ現状のまま継続

　Ｃ手段等の見直し

　Ｄ縮小

　Ｅ廃止・休止

　Ｆ完了・終了

 【事業の適正性】※シート作成時に記入

必要である
●必要ではない

必要である
●必要ではない

　 Ａ新規予算計上 Ａ新規予算計上

　 Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う

● Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う

　 Ｄ前年どおりの維持 ● Ｄ前年どおりの維持

　 Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う

　 Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う

　 Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う

【連携内容・意見等】※シート作成時、その後は随時記入

Ｃ検討中

Ｄ未実施

Ｃ目標を半分まで達成できた。

Ｄ目標を一部しか達成できなかった。

Ａ実施済（中）

Ｂ一部実施

Ｃ継続事業　

Ｄ規模を縮小していく事業　

Ａ目標を上回って達成できた。

Ｂ目標をほぼ達成できた。

#REF!担当部署#REF!20 事務事業名

人員増の必要性

予算については、経常支出の外、設計委託料約6,000千円、
工事費約135,000千円を予定している。

説
明

説
明

説
明

①福祉会館のバリアフリー化や利便性を向上するため、利用者等に意見
聴取を行い、町民の要望を取り入れた設計を行う。
②駐車場を確保するため公有財産購入を行う。

①町民や利用者等にアンケート調査を行い、要望に沿った設計を行っ
た。
②福祉会館の駐車場用地を取得し、整備工事を行った。

今後の福祉会館の基本的位置づけ（施設目的）を確認するこ
とが必要である。工事に関しては補助金の獲得に鋭意努力願
いたい。
なお、人員増の要望はない。

Ａ町長公約あるいは当該年度重要事業　

Ｂ当該年度に新規を含む事業

内容
・
方法

今後の方向性

改修を行うことにより、経常的な利用者にとって不便を来たすこととな
ることから、事前の周知が必要である。また、代替施設等の検討も必要
である。
工事が円滑に進捗するよう、適正な建築監理を行う。

説
明
バリアフリー化とともに施設の充実を図り、町民だれもが安全かつ安心して利用できる施設に
するための改修を行う。

査　定主　管　課

設計に当たっては利用者の意向を最大限反映させることが必
要である。また、福祉課、高齢者福祉課、保健課及び社会福
祉協議会が連携し、情報を共有するとともに、他計画との整
合性、計画の推進体制を含め整備されることが必要である。

民間活力導入の必要性

評
　
価

年　度
目　標

平成16年度9月議会一般質問の回答に基づき防衛施設庁との
協議を行い、「瑞穂町地域保健福祉審議会並びに瑞穂町地域
保健福祉審議会庁内連絡会」により施設の有効利用と、障が
い者等も利用しやすい施設を検討したうえで、改修を行うこ
とが必要である。

年　度
成　果

今　後
改善すべき点

予算
・
人員

会館内には、社会福祉協議会や心身障害者福祉センターあゆ
み分室の機能が入っており、その移転先も検討を要する。ま
た、民間活力導入によってサービスをさらに向上させるため
にも、指定管理者制度の導入の検討は必要である。

平成16年9月の議会答弁及び施設の老朽化を考慮した場合、
施設の耐震診断調査、構造調査、建築関連法令等への適合確
認を行い、改修事業を進めていくことが妥当である。施設の
管理については、平成18年3月議会にて条例改正を行い直轄
としたが、改修事業としては、平成20年度に設計委託し、平
成21年度に改修工事を着手し、終了後、指定管理者制度の導
入に向け、検討する。なお、歳入（補助金）については、国
ならびに都の補助金について有効なものを選考していく。総　括

評
　
価

東京都（建築確認、緑化計画関係）、建設課・都市計画課（道路関係）と協議しながら事業を進める。

町民や利用者等にアンケート調査を実施し、要望等を設計の内容に反映させる。

他課等との
連携内容

町民・議員・
各種団体から
の意見等



事務事業評価シート（改良案）

【評価指標】

【予算・決算等の状況】

13,189

H15

H16 H17

事務事業名 #REF!

担当部署 #REF!

9,000

2,000

12,338 12,338 12,338 3,000

132,366

実計掲載 当初要求
9,625 9,727 13,838 13,838

査定後 決算額当初要求 査定後 決算額 行評要求 決算額

9,000

776 776 418

15,000

9,625 36,404 9,727 46,626 46,626 41,615 137,366 9,000

H22

他自治体の状況 自治体名

目　標　値 単位
実　績　値 単位

指
標
①

指
標
②

指標名

H15

コメント

指標名 年間利用者数

第1,2会議室、大会議室、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ、第
1号室～第8号室、その他の利用者数の合計
値

コメント

コメント

8,570

決算額
8,570

年度 H15

13,189

13,189

事業費（単位：千円）

地方債及びその他の特定財源

都支出金

国庫支出金

工事

決算額

内
訳

一般財源

予
算
・
決
算
及
び
コ
メ
ン
ト

予算・決算等の構成
管理運営
設計委託

公有財産購入費等

コメント

H16

16,06214,188 13,50915,238

H17

10,689

H21 H22

9,017

H18 H19

設計管理
備品購入
指定管理

18,106 17,480

H20

21,000 21,000 18,000

780 780

9,017 8,570 10,689 8,845 35,624 9,727 24,850 24,850 23,197 122,366

決算額 決算額 決算額 行評要求 実計掲載 行評要求 実計掲載 当初要求 査定後
9,017 10,689 9,625 8,827

6,035

20,744 20,450 20,450 20,450

コメント コメント コメント コメント コメント コメント コメント

事前調査に基づく設計委託を行う。
福祉会館の管理運営業務を行う。
駐車場用地の確保を行う。

改修工事及び備品購入を行う。
指定管理者制度の導入に伴う条例整備を行う。

指定管理者制度を導入する。

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

H20 H21H19H18

他自治体の状況 自治体名

内容・目的 単位
実　績　値 単位 人



事務事業評価シート（改良案）  資料２－②

　 ●

【長期総合計画における進捗状況評価】※年度終了後に記入

　

　

　

●

　

進
捗
状
況
評
価

Ａ目標を達成し施策（事業）は完了し、目的の成果を挙げた

説
明

○

一層の減量化と資源化率の向上を目指し、分別の徹
底を促進する。今後、制度導入後のリバウンド現象
を抑えていく。

Ｂ目標を達成し施策（事業）は完了したが、当初予定してい
た成果とは異なった、もしくは不明

Ｃ順調に進捗し、期待通りの成果をあげている

Ｄ順調に進捗しているが、期待していた成果とは異なる、も
しくは不明

Ｅ当初の計画より遅れている、または取り組んでいない

Ｆ当該事業実施の必要性がなくなった

経　緯
（いつからど
のように始
まったのか）

課　題
（どのような
問題があるの

か）

家庭ごみ一部有料化・戸別収集を実施するとともに、事業系一般廃棄物については適正に
処理手数料を徴収する。また、ごみの分別に向け積極的にＰＲすることにより、分別収集
体系の堅持と再資源化を促進し、ごみの減量を目指す。

事業構成
・廃棄物減量等推進審議会…廃棄物減量及び再利用の促進に関する事項を審議する。諮問
事項がなくても、ごみ減量の状況等を報告し、意見を伺う。
・生ごみ処理機器購入費助成事業…機器購入費を自己負担しても、生ごみの減量に取り組
まれる方に助成を行う。
・資源物集団回収の充実…再資源化を推進する子ども会・町内会が行う集団回収を支援す
る。
・分別収集の周知…ごみ分別が徹底された回収を行うために、住民がわかり易く、また使
いやすいごみカレンダー・分別事典を作成する。
・ごみ収集委託…委託業者の適正な人員・車両配置や収集員の資質向上を指導する。

・平成16年10月より家庭ごみ一部有料化・戸別収集等ごみ減量に資する施策を導入し、所
期目標どおりの減量に成功した。今後も分別体系を堅持するとともに、制度導入後のリバ
ウンド現象を極力抑え、さらなるごみ減量を目指す必要がある。
・平成18年度より事業系ごみが極端に増加（前年度より約400t増加）しているため、早急
に減量対策を講じる必要がある。

・平成16年4月　生ごみ処理機器購入費助成開始
・平成16年10月　家庭ごみ一部有料化・戸別収集・資源物収集品目の追加及び事業系一般
廃棄物処理手数料を改定することにより、ごみ量と処理経費の増加に対処
・平成19年度　硬質プラスチックの資源化を実施
・平成19年4月　廃棄物処理手数料の減免対象者を拡大

内容・目的
（どのような
ことを行って
いるのか・ど
のような状態
にしようとし
ているのか）

住民生活部　生活環境課　清掃管理係担当部署

作成者 明石　誠一

住民生活 全部委託

根拠計画及び
根拠法令

瑞穂町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画、資源物集団回収団体奨励金交付基準、家庭ごみ
一部有料化・戸別収集実施計画

家庭ごみ一部有料化　平成16年10月から

民間委託の形態 一部委託

事務事業名 ごみ減量対策・ごみ収集事業

事
業
概
要

小項目 清掃管理 事業期間

分野名

大項目 生活環境 実施計画書掲載

 



事務事業評価シート（改良案）

年度

【目標・成果等】※「目標」はシート作成時、「成果」「今後改善すべき点」「今後の方向性」は年度終了後に記入
　

●

　

　

　

●

　

　

●

　

　

　

　Ａ拡大

●Ｂ現状のまま継続

　Ｃ手段等の見直し

　Ｄ縮小

　Ｅ廃止・休止

　Ｆ完了・終了

 【事業の適正性】※シート作成時に記入

●必要である
必要ではない

必要である
●必要ではない

　 Ａ新規予算計上 Ａ新規予算計上

● Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う

　 Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う

　 Ｄ前年どおりの維持 ● Ｄ前年どおりの維持

　 Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う

　 Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う

　 Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う

【連携内容・意見等】※シート作成時、その後は随時記入

Ｃ検討中

Ｄ未実施

Ｃ目標を半分まで達成できた。

Ｄ目標を一部しか達成できなかった。

Ａ実施済（中）

Ｂ一部実施

Ｃ継続事業　

Ｄ規模を縮小していく事業　

Ａ目標を上回って達成できた。

Ｂ目標をほぼ達成できた。

なし

廃棄物減量等推進審議会より、ごみ排出抑制施策のひとつとして、「ノー（ＮＯ）レジ袋・マイバッグキャンペーン」に
ついて答申があり、排出抑制に向けた意識改革を促すよう指示があった。

他課等との
連携内容

町民・議員・
各種団体から
の意見等

評
　
価

年　度
目　標

瑞穂町のごみ量を維持していくには、有料化と戸別収集は有
効な手段である。

年　度
成　果

今　後
改善すべき点

予算
・
人員

ごみ有料化により家庭、企業での分別の徹底、排出方法の改
善は順調に行われている。しかし、導入後ごみの排出のリバ
ウンド現象があることも事実である。今後も、資源物収集品
目の追加等、さらなるごみ減量と資源化への意識を引き続き
啓発していく必要がある。

有料化・戸別収集等ごみ減量に効果がある施策を導入し、ご
み排出量を抑えることに成功した。しかし、多摩地区の中で
は最低ランクを脱したに過ぎず、ごみ収集経費、中間処理経
費のみならず西多摩衛生組合分賦金、東京都たま広域資源循
環組合負担金の縮減を目指し、さらなるごみの減量に取り組
んでいく必要がある。

総　括

評
　
価

内容
・
方法

今後の方向性

分別体系を堅持するとともに、制度導入後のリバウンド現象を極力抑え
る。

説
明
引き続きごみの分別を徹底するとともに、排出の抑制に努める。また、再使用・再利用を促進
し、資源化の向上に努め、ごみ減量を目指す。

査　定主　管　課

家庭ごみ一部有料化・戸別収集導入に伴い、ごみの減量につ
いては、一定の成果があったが、年々微増傾向にある。引き
続き広報などを活用し、ごみ減量について積極的なPR活動を
行う必要がある。
また、家庭ごみに比べ増加している事業系ごみについて、早
急に減量対策を講じる必要がある。

民間活力導入の必要性

人員増の必要性

ごみ収集経費については、戸別収集方式に変更することによ
り経費が増加した。しかし、同時に収集経費の積算を基本的
に従量制にしたので、今後ごみが減量されれば、経費は縮減
できる仕組みになった。
人員については、有料化・戸別収集が導入され、また有料袋
関係事務等が追加されたが、順調に推移しているため現状人
員で対応可能である。

説
明

説
明

説
明

ごみの分別を徹底するとともに、発生の抑制に努める。また、再使用・
再利用を促進し、資源化の向上に努め、ごみ減量を目指す。

容器包装プラスチックの選別・圧縮梱包を直営化した。また、事業系一
般廃棄物の抜打ち検査を実施したことにより、持込ごみを減らした。

ごみの収集経費については従量制となっており、ごみの減量
を図ることにより経費は圧縮できる。経費の圧縮ができるよ
う施策を講じ、ごみの減量に努める必要がある。
なお、人員増の要望はない。

Ａ町長公約あるいは当該年度重要事業　

Ｂ当該年度に新規を含む事業

#REF!担当部署#REF!20 事務事業名



事務事業評価シート（改良案）

【評価指標】

【予算・決算等の状況】

H19 H20 H21 H22

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

ごみ収集委託はごみ量の変動により委託金額に反映で
きる方式とする。
資源物集団回収団体の増加を目指す。

生ごみ処理機器購入費補助金については、利用者の増
加等特別な事情が発生しない限り、平成21年度で終了
予定である。

ごみ収集委託はごみ量の変動により委託金額に反映で
きる方式とする。
資源物集団回収団体の増加を目指す。

コメント コメント コメント コメント コメント コメント コメント

2,232

185,749195,01991,571

1,669 1,669 2,033 1,788 1,788 1,6691,6745,196

6,226 6,226 6,4286,540 5,453 6,428 6,428 6,2266,228

114114 114 11456 130

決算額 行評要求 実計掲載 行評要求 実計掲載 当初要求 査定後決算額決算額

195,837 195,837 197,952 197,707 197,707 195,837194,294196,325208,896110,245

35.7 35.3

H20

197,952 197,707 197,707

1,003 981

H18 H19

生ごみ処理機器購入費助成事業

H21 H22

110,245 196,325

H16 H17

35.632.4

H17

1,080

H16

26.218.5

371

1,519

186,837

内
訳

一般財源

予
算
・
決
算
及
び
コ
メ
ン
ト

予算・決算等の構成
廃棄物減量等推進審議会事務

資源物集団回収の充実
ごみ収集の分別区分と収集日の周知

コメント

ごみ収集委託 111,912

決算額

事業費（単位：千円）

地方債及びその他の特定財源

都支出金

国庫支出金

年度 H15

120,393

138

7,378

130

965

7,432

1,707

― 7,194 4,608

208,896

コメント

決算額

総資源化率(集団回収を含めた資源化率)

羽村市の数値は「多摩地域ごみ実態調査
（財団法人東京市町村自治調査会）」によ
る。

コメント
自治体名

％
羽村市

H15

コメント

目　標　値
実　績　値

他自治体の状況

単位
単位

指標名

指
標
①

1,187
指
標
②

指標名 町民1人当りごみ量

各年度3月1日現在の外国人登録を含む人口
による。（○○ｇ／日）

195,837 195,837194,294 195,837 195,837

195,837

当初要求 査定後 決算額 行評要求 決算額実計掲載 当初要求 査定後 決算額
114 114 114 114

6,428

1,669

187,126 187,126 189,079 189,079 189,079 187,126 187,126

500 500500 500 500 500 500

事務事業名 #REF!

担当部署 #REF!

120,393

他自治体の状況 自治体名

H18

972 1,005

31.3

実　績　値 単位

H15

目　標　値 単位
ｇ

32.4 31.8 37.3 38.1



事務事業評価シート（改良案）  資料２－③

　

【長期総合計画における進捗状況評価】※年度終了後に記入

　

　

　

●

　

事業期間 昭和60年度から

事務事業名 行政改革の推進

民間委託の形態

企画総務部 企画財政課 企画係担当部署

作成者 福島　聡

一部委託

大項目 企画財政 実施計画書掲載 ○

小項目

根拠計画及び
根拠法令

瑞穂町第3次長期総合計画、行政改革推進本部設置要綱、「行政改革推進委員会設置条例、補助金等審査委員
会設置要綱、H20.9.30廃止により削除」、「行政評価委員会条例、行政評価委員会施行規則H20.10.1制定によ
り加筆」

地方分権に伴い自治体には、自主性と個性化が求められているが、税財源の移譲も不十分な状況のなか、町の
サービス供給、基盤整備など町の計画目標を達成するための財源確保をしなければならない。そこで、既存の
事務事業の見直しや受益者負担の適正化などをはかり、施策を重点化し、限られた財源を効率的に配分する必
要がある。

以上のような状況を克服し健全財政の維持を目的に、第3次行政改革大綱に基づき行政改革を推進するととも
に、適正な補助金支出を目指す。

・「行政改革推進委員会に、第3次行政改革大綱実施細目の取り組み状況及び行政改革の実績、次年度取り組
み内容を報告する。基本的に年3回の開催予定で、委員は町行政に見識のある方8名で構成（うち2名は公募）
し、町長が委嘱する。H20.10.1行政評価委員会へ移行したため削除」
・行政改革推進本部（以下「行革本部」）は、町長を本部長に、町三役（平成19年10月より収入役制度廃止に
伴い、四役⇒三役）、管理職で構成しており、行政評価システムの総括査定を担当している。
・「補助金等審査委員会は、新設の補助金に対して審査を行い、基本的に年2回の開催予定である。有識者4
名、課長職４名。H20.10.1行政評価委員会へ移行したため削除」
・「平成20年10月1日に行政評価委員会条例施行　行政評価委員会行政改革推進分科会に行政改革の状況につ
いて、補助金等審査分科会に補助金等の新設等について、助言等をいただく。　H20.10.1行政評価委員会設置
のため加筆」

企画

進
捗
状
況
評
価

説
明

第3次行政改革大綱実施細目Ⅱに基づき、行政改革を進めてい
る。また、年度ごとに広報みずほにおいて、行政改革の実施状
況を町民にお知らせしている。
今後も厳しい財政状況が予測されることから、さらなる行政改
革の推進が必要である。

事
業
概
要

分野名

課　題
（どのような
問題があるの

か）

経　緯
（いつからど
のように始
まったのか）

企画総務 全部委託

Ｄ順調に進捗しているが、期待していた成果とは異なる、も
しくは不明

Ｅ当初の計画より遅れている、または取り組んでいない

Ｆ当該事業実施の必要性がなくなった

内容・目的
（どのような
ことを行って
いるのか・ど
のような状態
にしようとし
ているのか）

Ａ目標を達成し施策（事業）は完了し、目的の成果を挙げた

Ｂ目標を達成し施策（事業）は完了したが、当初予定してい
た成果とは異なった、もしくは不明

Ｃ順調に進捗し、期待通りの成果をあげている

・第3次行政改革大綱に基づき、各課が実施細目により改革に取り組む中間年であり、実施細目見直しの年と
なる。そのため、国の集中改革プランに示された、平成21年度末までに、各項目に目標値の設定や達成年度な
どを具体的に示す必要がある。
・行政改革は、職員の意識が重要な意味合いを持つため、常に行政改革意識を持つようにする必要があるが、
行革＝カットというイメージがかなりあるため、それだけではないということを職員に理解してもらう必要が
ある。また、行政改革は基本的に住民のために行うことが前提であることを再認識してもらう必要がある。

【平成19年度予算の執行状況】　歳入112億3,453万円　歳出103億1,327万円　（平成20年3月31日現在）
【平成19年度行政改革による節減額】　約5,600万円

・昭和60年6月　「瑞穂町行政改革審議会」を設置（条例施行）（後述「瑞穂町行政改革推進委員会」の発足
（条例施行）に伴い廃止）
・昭和60年8月　町職員による「瑞穂町行政改革推進本部」（以下「行革本部」という。）を設置（要綱施
行）（平成7年4月設置要綱を新規制定）町長、助役、収入役、教育長及び管理職により構成
・平成9年4月　企画課に「行政改革推進係」を設置　第2次計画に位置付けた各施策の効果的な展開を図った
（平成11年度に企画係に統合）
・平成9年6月　「瑞穂町行政改革推進委員会」を設置（条例施行）住民選出委員8名以内で構成　行政改革の
推進について必要な事項を調査審議することや必要な助言等を行うことを所掌
・平成9年8月　住民10名以内で構成する「瑞穂町受益者負担及び補助金等検討委員会」を設置（要綱施行）
（平成11年11月に、後述の「瑞穂町補助金等審査委員会」に役割を継承）
・平成10年1月　助役及び町長が指名した管理職で構成する「瑞穂町組織検討委員会」を設置（要綱施行）
同年11月「瑞穂町における組織のあり方について」を報告　平成16年度から本委員会で組織検討を審議
・平成11年11月　収入役を委員長として住民選出委員3名、課長職5名の計9名で構成する「瑞穂町補助金等審
査委員会」を設置（要綱施行）（平成20年10月行政評価委員会補助金等審査分科会に移行し廃止）補助金など
の交付決定に必要な公益性、公平性、補助目的、補助額などに関する調査及び提言、並びに補助金等の効果を
高めるために必要な事項の調査及び研究を所掌
・平成19年10月　収入役制度の廃止に伴い住民委員枠を1名増し、3名から4名とし、課長職4名と合わせ8名の
構成

 



事務事業評価シート（改良案）

年度

【目標・成果等】※「目標」はシート作成時、「成果」「今後改善すべき点」「今後の方向性」は年度終了後に記入
●

　

　

　

　

●

　

　

　

　

●

　

　Ａ拡大

●Ｂ現状のまま継続

　Ｃ手段等の見直し

　Ｄ縮小

　Ｅ廃止・休止

　Ｆ完了・終了

 【事業の適正性】※シート作成時に記入

必要である
●必要ではない

必要である
●必要ではない

　 Ａ新規予算計上 Ａ新規予算計上

　 Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う

● Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う

　 Ｄ前年どおりの維持 ● Ｄ前年どおりの維持

　 Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う

　 Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う

　 Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う

【連携内容・意見等】※シート作成時、その後は随時記入

Ｃ検討中

Ｄ未実施

Ｃ目標を半分まで達成できた。

Ｄ目標を一部しか達成できなかった。

Ａ実施済（中）

Ｂ一部実施

Ｃ継続事業　

Ｄ規模を縮小していく事業　

Ａ目標を上回って達成できた。

Ｂ目標をほぼ達成できた。

企画総務部 企画財政課 企画係担当部署行政改革の推進20 事務事業名

人員増の必要性

行政改革の推進は、行政評価システムとの連携が不可欠であ
り、また、集中改革プランの実効性や進捗管理を徹底する必
要がある。効率性、機動性を考慮すると行政改革と行政評価
担当の係の設置が望まれる。また、委員への報酬額は、町行
政に影響を及ぼすものであるため、妥当であると考える。

説
明

説
明

説
明

行政評価委員会、及びそれに付属する行政改革推進分科会、補助金等審
査分科会を設置し、機能の強化を図る。また、第3次行政改革大綱及び実
施細目の目標達成に向けての行革の推進及び中間年での実施細目の見直
しを図る。

行政評価機能を強化し、住民参画を増進するため、行政評価委員会を立
ち上げた。また、実施細目を見直し、実施細目Ⅱを策定した。行政改革
に関する職員の意識を確認するため、全職員を対象としたアンケートを
実施した。

公共施設の老朽化による改修などが控えており、さらなる行
財政改革が必要である。また、事業内容によっては民間との
協働の手法を取り入れるなど、さらなる行政改革の推進が必
要である。
なお、人員増の要望はない。

Ａ町長公約あるいは当該年度重要事業　

Ｂ当該年度に新規を含む事業

内容
・
方法

今後の方向性

全職員に対し、行政改革に関する意識啓発を行う。また、今後も厳しい
財政状況が予測されることから、さらなる行政改革の手法について検討
する。

説
明
第3次行政改革大綱及び実施細目Ⅱの目標達成に向け、行政改革の推進及び進捗管理を図ると
ともに、全職員に対する意識啓発手法について研究する。

査　定主　管　課

町の財政は、他市町村に比べると比較的良好な状況にはある
が、今後、既存施設の改修など多くの歳出が見込まれること
から、引き続き第3次大綱の実施細目に基づき、改革をすす
め、平成20年度ではさらに厳しく精査する必要がある。ま
た、行政評価と行政改革の役割の差を職員に意識させ、取り
組みを求めることが大切である。
行政評価委員会の設置に際しては、より住民の視点を考慮す
るためにも、一定の公募枠を確保する必要がある。

民間活力導入の必要性

評
　
価

年　度
目　標

町の健全財政の維持、住民サービスの向上などを推進するた
めには、行政改革は必要不可欠であり、また、行政内部での
取り組みが必要であるが、第3者的立場から適切な意見、助
言などを提言する行政改革推進委員会、補助金等審査委員会
の住民委員は必要である。さらに今後は行政評価の外部評価
を導入する上では、先2つの委員会の統合なども視野に入
れ、検討していく必要がある。また、時勢にあった行政サー
ビスを提供するためにも、行政改革大綱及び実施細目の進捗
管理をはかる必要がある。

年　度
成　果

今　後
改善すべき点

予算
・
人員

行政改革に対する職員の意識改革は進捗したが、行政改革を
行うには住民の協力が不可欠である。今後は住民との協働を
どうすすめるか検討すべきである。

自律的な行政経営や住民サービスの向上をめざして、第3次
大綱、及び実施細目を着実に実行することが必要である。ま
た、それと同時に、集中改革プランに基づく数値目標の設定
と達成に向けた改革に取り組み、形にとらわれない実質的な
推進手法を導入する必要がある。なお、今後は行政改革への
取り組み成果が国の財政措置に影響する可能性もあるため、
数値目標の設定などに留意する必要がある。

総　括

評
　
価

行革は、全職員での取り組みが前提であるため、全課との連携が必要である。また、定員管理を行う総務課との連携も必
要である。

第19回行政改革推進委員会において、職員は行政改革の推進するにあたり、共通認識を持って取り組むべきであるとの意
見をいただいている。

他課等との
連携内容

町民・議員・
各種団体から
の意見等



事務事業評価シート（改良案）

【評価指標】

【予算・決算等の状況】

97

事務事業名 行政改革の推進

担当部署 企画総務部 企画財政課 企画係

41 96

当初要求
195 195 195 195

当初要求 査定後 決算額 行評要求 決算額実計掲載

81 291 291 291 291 130 356 356

H15

指
標
①

指
標
②

指標名

H15

コメント

指標名 行政改革による節減額

平成15年度の額が大幅に上がっているの
は、保守点検等の業務委託方法の変更、職
員給与の適正化が主な要因である。

コメント

コメント

219

6440

決算額
155

年度 H15

97

57

事業費（単位：千円）

地方債及びその他の特定財源

都支出金

国庫支出金

補助金等審査分科会の運営

決算額

内
訳

一般財源

予
算
・
決
算
及
び
コ
メ
ン
ト

予算・決算等の構成
行政改革推進委員会の運営
補助金等審査委員会の運営

行政評価委員会の運営

コメント

H16

25,07153,000 34,45424,605

H17

H16 H17

81

H21 H22

227

H18 H19

55,591 19,019

H20

227 219 81 81 291 291 291 291 130 356 356

決算額 決算額 決算額 行評要求 実計掲載 行評要求 実計掲載 当初要求 査定後査定後 決算額
171 41 57

96 969656 24 9640

89 260 260

96

コメント コメント コメント コメント コメント コメント コメント

行政評価委員会設置に伴い補正した。
平成22年度の第4次行革大綱策定準備のため、行政改
革推進分科会を4回と設定した。

平成22年度中に第4次行革大綱を策定するため、行革
推進委員会を4回と設定した。

H16 H17 H18 H19 H22

H21

H20 H21

H19 H20H18 H22

実　績　値 単位
他自治体の状況 自治体名

自治体名 福生市

目　標　値 単位

他自治体の状況

目　標　値 単位
実　績　値 単位 千円

210,000 388,000140,000 130,000 200,000 302,000



第3次長期総合計画基本構想
～まちの課題から計画の推進までの流れ～

基 本 目 標

いきいきとしたふれあいの

ある全員参加型まちづくり

人と自然が織りなすまち　みずほ

～快適な生活環境をめざして～

交流と活力の基盤づくり
アメニティの高い持続的

発展が可能な空間づくり

まちの課題

将来都市像

安全でいきいきとした 安心感のある

（アメニティ） （バイタリティ）

まちづくり
環境と共生するまちづくり 自らを高め互いを認め合う

まちづくり

（ヒューマニティ）

活力ある生活を支える

●防犯　●消費生活　●葬祭

●土地利用　●土地区画整理

●道路　●河川　●公共交通

●防災　●情報化

●環境美化　●景観　●上水道

●下水道　●基地対策

保健・医療・福祉づくり

　該当する施策分野

●保健・医療　●地域福祉

●社会教育　●青少年健全育成

●障害者(児)福祉

●ひとり親福祉

●低所得者福祉　●社会保険制度

個性とやさしさを育む

　該当する施策分野

●学校教育　●生涯学習

●循環型社会　●ごみ・し尿

●エネルギー　●環境保全

教育・文化づくり

●高齢者福祉　●児童福祉

特色のある産業づくり

●スポーツ・レクリエーション

●イベントと観光　●交通安全

快適で便利な

都市基盤づくり

良好な居住空間

づくり

　該当する施策分野

●住宅　●公園・緑地

効率的かつ効果的な行財政の運営　　　　　町民との協働によるまちづくり　　　　　広域行政の推進

施策の大綱

生活環境づくり

　該当する施策分野

●コミュニティ

　該当する施策分野

●国際化　●文化・芸術

●町民総参画社会

計画の推進

　該当する施策分野

●商業

●工業

●農業

参　考



第3次長期総合計画～基本計画体系図～

公園・緑地

第１章　環境と共生するまちづくり（アメニティ）

循環型社会の形成

環境学習

資源循環型社会づくり

循環型社会

公共交通の整備促進

自然エネルギーの利用

狭山丘陵の公有地化

平地林の保全

樹木の保全

公有地化の推進

その他の保全策の検討

大樹などの保存

環境基本条例の制定及び計画の策定

環境保全思想の普及

環境負荷低減への取り組み

庁内リサイクル事業の推進

施策の連携

保存樹林地の指定

保存樹林地の整備

公園面積の標準面積の早期達成

既存公園の整備拡充と効率的な維持管理

バランスのとれた公園配置

効率的な維持管理

適正配置の検討

ポケットパークなどの整備

関係機関との調整

施設の安全確保

工夫をこらした公園づくり

シンボル公園の整備

野山北・六道山公園の整備

都営住宅地元割当制度の充実

防衛施設周辺整備統合事業による公園の整備

公共住宅などの充実

計画的な公園の整備

大規模開発に伴う整備

関連計画の密接な連携

住居表示などの整備の推進

高齢者向け住宅整備の検討

民間アパートの借上げの検討

高齢者や障害者に配慮した住宅整備支援

居住環境の整備

住宅マスタープランの見直し

開発の指導

地区計画の検討

田園集落環境調和型住宅地の整備の検討

住宅

高齢者や障害者などに配慮した住宅整備

町営住宅の充実

　第１節　良好な居住空間づくり

参　考



第3次長期総合計画～基本計画体系図～

環境保全

ごみ・し尿

安全な公共エネルギーの供給

エネルギーの有効利用

エネルギー

環境基準監視体制の充実

発生源対策の充実

有害物質に関する情報提供

都市景観の創出

捨て看板対策の充実

都市景観マスタープランの策定

自然的景観の保全・育成

歴史的景観の保全・活用

空き地の適正管理の指導

美化意識の高揚

関連施策との連携

積極的な環境美化

不正焼却の防止

有害物質に関する情報提供

ごみの散乱防止

不法投棄の防止

環境調査の実施

河川の水質監視の強化

関係機関との連携

環境保全資金融資制度の活用

浄化槽などの適正管理

電気・ガスの安全供給

省エネルギーの推進

環境パトロールの強化

エコセメント化事業の推進

公共下水道への接続の促進

し尿の効率的処理

最終処分場の延命努力

し尿の効率的処理と浄化槽の適正管理

廃棄物の適正処理

収集体系の見直し

集合住宅専用収集所における排出者責任の徹底

過剰包装の抑制

資源物集団回収の充実

かしこい消費生活のPR

粗大ごみの再使用促進

自己処理の促進

転入者への指導の充実

ごみの減量と再資源化

分別収集体系の堅持

事業系廃棄物対策の強化

廃棄物などの適正な処理の実施

みずほリサイクルプラザの改善

減量と分別の徹底の促進

景観

環境悪化の抑制

環境美化の推進

環境美化

都市景観マスタープラン策定

町の個性を活かした景観の形成



第3次長期総合計画～基本計画体系図～

西平地区土地区画整理事業

長岡北部地区土地区画整理事業

用途地域の適正化

既成市街地の整備

箱根ヶ崎駅東の整備

土地利用調整計画策定地区の整備手法の調査・研究

土地情報の整備

公共用地の先行取得

箱根ヶ崎駅西土地区画整理事業

殿ヶ谷土地区画整理事業

栗原地区土地区画整理事業

補助金などの拡充

軍民共用化反対

都市計画マスタープランの具体化

線引きの適正化

情報収集

航空機騒音調査の充実

防音工事の推進

関係機関への要請

河川改修の促進

施設の適正な管理

施設の適正利用の指導

下水道財政の安定化

水洗化の普及促進

市街化調整区域内の整備

幹線管渠の整備

雨水の流出抑制

一体的な基盤整備

災害時における連携

管渠の整備

東京都との連携上水道

雨水対策の推進

維持管理体制の充実

下水道財政の安定化

　第２節　快適で便利な都市基盤づくり

計画的・総合的な土地利用

区域区分、地域地区の適正化

下水道

生活環境の保全の推進

補助金などの拡充

軍民共用化反対

基地対策

汚水対策の推進

土地利用

施行

指導、助成

計画づくりの支援

市街地整備の促進

基盤整備に関する調査・研究

地籍調査の促進

公共用地の確保

検討

土地区画整理
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医療活動の充実

被災者の救済

建築物の耐震化・不燃化の促進

情報ネットワークの整備

防火管理体制の整備の促進

非常備消防の強化

相互応援協定などの充実

総合的危機管理体制の整備

広域避難場所・避難所・避難道路の整備

備蓄庫などの整備

軌道交通との連携

防災意識の高揚

地域防災計画の充実

自主防災組織の強化・育成

新駅の設置

多摩都市モノレールの導入促進

運行サービスの充実

運行路線の拡充

水質の浄化

JR八高線複線化・車両基地の整備

駅空間の整備

運行本数の増加要請など

水路改修事業の推進

流出抑制対策の実施

水辺環境の創出

河川景観の創出

道路環境の整備

道路空間の総合的利用

国や都への整備要請

河川改修事業の促進（残堀川・不老川）

土地区画整理事業による整備促進

町道の体系的整備促進

建築基準法第42条第2項道路の公有地化

道路の維持管理

新規都市計画道路の検討

都市計画道路の事業化計画推進

都市計画道路の整備促進

国道・都道の整備

幹線道路の整備

維持管理

道路

治水対策

河川環境の整備

河川

鉄道の充実

多摩都市モノレールの導入

バス交通の充実

公共交通

防災体制の確立

防災施設の整備充実

消防力の強化

応急体策の確立

防災
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ホームページの充実

総合行政ネットワークの活用

電子申請システムの拡充

情報公開制度の適正運用

地域情報化計画の推進

マルチメディア（情報通信基盤）の整備・活用

総合的情報化の推進

ホームページの充実

ネットワークの活用

適正な情報管理

情報化

個人情報保護の徹底
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交通規制の強化

交通安全施設の整備促進

スポーツイベントの充実

PR活動の推進

観光資源の掘り起こし

観光施設の充実と環境美化

総合的健康管理体制の確立

イベントと観光の連携

新しいイベントの創設

町民参加によるイベントの推進

施設利用申請の電子化や使用料の有料化

スポーツ振興事業の開催

スポーツ指導者の育成と研修

スポーツ団体の育成と援助

健康づくりの推進

イベントと観光の連携

コミュニティ振興計画の策定

啓発活動の推進

組織の充実

既存の施設の有効利用と維持管理強化

施設の改善、整備

複合型地域施設の有効活用

新たなスポーツ施設の整備

スポーツ施設などの維持管理と有効活用

　第１節　安全でいきいきとした生活環境づくり

コミュニティ活動の推進

第２章　活力ある生活を支えるまちづくり（バイタリティ）

施設の整備

コミュニティ

スポーツ施設の整備・充実

スポーツ・レクリエーション活動の推進

スポーツ・レクリエーション

イベントの拡充

観光の振興

イベントと観光

交通環境の整備

交通安全思想の普及

交通災害共済制度への加入促進

放置自転車対策

自転車などの対策

違法駐車対策

交通安全教育の充実

交通安全運動の推進

交通災害共済制度への加入促進

自転車等駐車場の充実

環境整備の促進

防犯活動の推進

自主防犯活動の推進

防犯思想の普及

施策の連携

駐在所の適正配置

交通安全

安全・安心まちづくりの推進

治安施設の充実

防犯
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魅力ある商店街の創出

消費生活

消費生活情報の提供

消費者相談の充実

消費者意識の高揚

消費者団体などの育成

リサイクル運動の推進

省資源・省エネルギーの推進

施設の拡充

搬送経費助成

町営墓地の必要性の検討

　第２節　特色のある産業づくり

葬祭

組合施設の整備・拡充

霊柩の搬送に要する経費助成

町営墓地の設置の検討

商店街振興プランの推進

商業核づくり

商業環境の整備

生活型商業の育成

商店会組織づくり

融資制度の活用

経営活動の活性化

魅力ある個店づくりへの支援

商業施設の適正配置

優良企業の誘致

基盤整備との連携

融資制度の充実

関連団体などとの連携

地域内連携と広域連携

農業経営の近代化

地域特産物の開発と育成

生産者組織の育成

農地の保全

環境保全型農業の推進

農業後継者対策の拡充

認定農業者への支援

多様な担い手の確保と育成

ふれあい交流型農業の推進

消費生活の向上

自立した消費者の育成

資源などの有効利用

商業

都市型工業の誘致

工業

農業経営の育成

経営基盤の強化

商業施設の適正配置

異業種間連携

企業経営の安定

農地と環境の保全

多様な担い手の確保

ふれあい農業の推進

農業
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地域保健福祉計画の推進

第３章　自らを高め互いを認め合うまちづくり（ヒューマニティ）

健康診査の充実

母子保健・老人保健などの各種健(検)診、予防接種の充実

狂犬病の予防

　第１節　安心感のある保健・医療・福祉づくり

健康づくりの促進

疾病の予防

各種相談・指導の充実

機能訓練の充実

訪問指導事業の充実

救急医療体制の充実

医療施設の充実

関係機関との連携

計画の推進

関係機関との連携の強化

ボランティアやNPOの育成

社会福祉協議会活動支援

保健福祉意識の高揚

有償援助サービスなどの推進

権利擁護事業の推進

福祉のまちづくりの推進

町民のニーズに基づくサービスの確保

社会活動への参加促進

健康づくり活動の促進

安心できる生活環境の確保

ひとにやさしいまちづくり

介護保険制度対象サービスの充実

介護保険制度を補完するサービスの充実

地域支援事業の推進

健康の保持・増進

医療サービスの充実

保健・医療

ボランティアの育成

地域保健福祉活動の支援

在宅福祉事業の推進

権利擁護事業の推進

高齢者福祉

安全で快適なまちづくり

地域福祉

高齢者保健福祉計画の推進

だれもがいきいきと暮らせる高齢社会

だれもが安心して生活できる高齢社会

だれもが自立して生活できる高齢社会
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生活安定のための支援

低所得者福祉

自立支援

就労支援

ひとり親福祉

自立援助の推進

生活の安定の促進

やさしいまちづくりの推進

就労や地域活動への参加支援

障害者（児）福祉

安心して子育てができる生活環境の整備

支援が必要な子どもと家庭への取り組みの推進

児童福祉

制度改革への対応

計画の推進

子ども家庭支援センターの充実

待機児童の解消への取り組みと保育サービスの充実

仕事と子育ての両立支援

保育園・幼稚園の役割の見直し

母と子の健康づくりの推進

医療などの支援

児童館の運営

学童保育クラブの運営

地域と協働ですすめる子育て支援のコミュニティづくり

子育てを支援するバリアフリーのまちづくり

子どもたちのための安全・安心のまちづくり

子どもを取り巻く有害環境への対応の推進

子どもの虐待防止

障害児施策の充実

障害福祉計画の策定

各種制度の充実

相談・指導体制の充実

心身障害者(児)福祉センターの充実

精神障害者施策の充実

ケースワーカーによる訪問事業の充実

公共施設、民間施設のバリアフリー化の推進

就労の促進

地域活動への参加促進

相談機能の整備

各種手当のPR

医療費助成の充実

親子のふれあい支援

雇用環境の確保

各種制度のPR

日常生活の援助

相談・指導体制の充実

就労の促進

福祉資金制度の充実

生活保護制度の充実

瑞穂町次世代育成支援行動計画の推進

子育て家庭の支援

母と子の健康づくり

家庭・地域の教育力の向上
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男女平等教育の推進

児童・生徒の健全育成

不登校対策

教育相談の充実

学校教育

教育環境の整備

国内・国際交流の推進

IT活用の推進

保護者負担軽減と就園奨励

小学校との連携

学校施設の整備

児童・生徒の安全確保

通学区域の適正化

通学路の安全性の確保

開かれた学校づくり

心身障害教育の推進

社会保険制度 国民年金　年金制度改革への対応

総合的な学習の推進

児童・生徒の健康・安全教育の充実

　第２節　個性とやさしさを育む教育・文化づくり

相談業務の充実

新予防給付の推進

民間サービスとの連携

公平、公正な要介護認定

介護保険情報の提供

国民年金　国民年金制度の充実

国民年金　年金制度の啓蒙

介護保険　サービスの充実

介護保険　サービスの質の向上

介護保険　利用者本位の制度の確立

幼児教育の推進

教育内容の充実

心身障害教育の推進

国民健康保険　保健事業の充実

国民健康保険　財政基盤の強化

保健事業の推進

財源の確保

医療費の適正化

資格の適用適正化

給付内容の充実

広報活動の推進

制度改正への対応

利用者権利擁護システムの確立

苦情相談体制の整備

教育課程の充実

教職員の資質の向上

体験学習の推進
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社会参加の促進

青少年健全育成

国際化の推進国際化

地域に根ざした青少年育成活動の展開

青少年の自主性の養成

青少年の犯罪からの保護

家庭教育の充実

多様な学習ニーズへの対応

生涯学習

自主性を重視した社会教育活動の促進

図書館活動の充実

社会教育

生涯学習推進体制の整備

国際理解の推進

横田基地関係者との交流

外国人が暮らしやすいまちづくり

平和意識の高揚

親子で参加できる事業の創出

青少年ボランティア活動の推進

国際化推進計画の具体化

国際交流の展開

子どもセンターの運営

街頭指導の充実

青少年育成に有害な環境の排除

学習機会の充実

図書館活動の新たな展開

青少年問題協議会活動の推進

青少年団体の育成

関連施策との連携

社会教育団体の支援

図書館資料の充実

貸し出し体制の充実

図書館施設の整備

現代的課題に対応した学習機会の提供

総合人材リストの活用

学習機会の整備

指導者の養成・確保

子どもセンター機能の活用

学習活動の場の充実

リーダーの養成

ふるさと意識の醸成

生涯学習関連機関との連携の強化

生涯学習推進計画の策定

生涯学習推進委員会の設置

学習情報の提供

生涯学習の普及啓発

生涯学習環境の整備



第3次長期総合計画～基本計画体系図～

国際理解の推進　（国際化　再掲）

平和意識の高揚　（国際化　再掲）

人権・行政・法律相談

男女共同参画社会の推進

地域情報化による町民参画の体制づくり

行政運営への民間参画

保健福祉意識の高揚　（地域福祉　再掲）

国内・国際交流の推進　（学校教育　再掲）

町民の主体性を活かしたまちづくりの仕組みづくり

相互理解の推進

文化・芸術

地域社会における活動の支援

人材育成の仕組みづくり

人にやさしいまちづくりの推進

郷土資料館の建設の検討

男女共同参画社会推進行動計画の推進

町民が主体となる問題解決

文化財の保存と郷土資料館の活用

伝統芸能の保存・育成

指定文化財の保存

文化・芸術活動の振興

文化拠点の維持管理

くつろぎと文化・芸術にふれる場の提供

文化財保護

耕心館の維持管理

町民の文化活動支援

文化団体の育成・自立支援

スカイホールの維持管理

耕心館事業の運営

町民総参画社会
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行政改革大綱の推進

行政サービスの向上

行政管理機能の充実

財源の確保

行政事務の効率化

行政改革推進委員会及び補助金等審査委員会の運営

行財政評価の推進

民間との連携による行政サービスの検討

自主財源の確保

特定財源の確保

町税収納率の向上

経費の節減

組織の見直し、横断的な組織対応

庁舎の改善

効率的な財源配分

中・長期財政計画の策定

意見調整及び協議

人事管理体制の確立

計画の推進

行政改革の継続

広域的行政課題への対応

庁舎建設の検討

有権者に対する意識啓発

投票しやすい環境づくり

投開票事務の効率化

職員研修の充実

安全衛生管理・健康管理の充実

ニューメディアの活用

政策の推進体制の充実

庁舎整備

効率的かつ効果的な行財政の運営

支援策の検討

選挙管理

町民主体のまちづくりの推進

効率的な財政運営

事務・権限移譲への対応

人事管理

町民との協働によるまちづくり

一部事務組合事業の推進

合併や広域連合制度の研究

連携の堅持

広域計画の推進

政策の共同研究

公共交通整備などの広域連携

人材の活用

計画づくりへの町民参加

広報広聴活動の充実

新たな広域連携のあり方の研究

広域行政の推進

身近な行政計画づくり

広報活動の充実

広域計画の推進



事
業
概
要

指
標
１

平成16年10月より家庭ごみ一部有料化・戸別収集等ごみ減量に資する施策を導入し、所期目標どおりの減
量に成功しました。しかし、まだ当町のごみ量は多摩地区の中でも少ないとは言えず、今後は分別体系を
堅持するとともに、制度導入後のリバウンド現象を極力抑え、さらなるごみ減量をめざす必要がありま
す。課題であった硬質プラスチックの資源化を平成19年度より実施しました。平成18年度より事業系ごみ
が極端に増加しており、早急に減量対策を講じる必要があります。

ごみの分別を徹底するとともに、発生の抑制につとめます。また、再使用・再利用を促進し、
資源化の向上に努め、ごみ減量をめざします。

容器包装プラスチックの選別・圧縮梱包を直営化しました。また、事業系一般廃棄物の抜打ち
検査を実施したことにより、持込ごみを減らしました。

31.8%

家庭ごみ一部有料化・戸別収集及び事業系一般廃棄物の適正な処理手数料の徴収により、分別収集体系の
堅持と再資源化を促進し、ごみの減量をめざします。

H14
35.6%

指
標
２

コメント及
び他市町村
状況

コメント及
び他市町村
状況

実
績
値

実
績
値

年　度

羽村市

名称・目標値

瑞穂町 111,912 149,017
246,302 283,058 280,153

22.6% 20.4% 26.6% 32.4%

羽村市
事業費

（予算額）

36.7%31.7% 31.3% 32.4%

単位：千円

事務事業名 ごみ収集とごみ減量対策事業

平成２０年度事務事業評価シート

担当部署 住民生活部生活環境課清掃管理係 作成者 明石

分野コード

分野名

大項目

小項目

民間委託の有無

委託料（単位：千円） 187,437

有1-1-04-3-2　　1-1-04-5-1

ごみ・し尿

分別収集体系の堅持

減量と分別の徹底の促進

実施計画書掲載 ○

根拠計画及び根拠法令 「瑞穂町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」「資源物集団回収団体奨励金交付基準」「家庭ごみ一部有料化・戸別収集実施計画」

家庭ごみ一部有料化　平成16年10月から事業期間

平成20年度事業費（単位：千円） 平成19年度事業費（単位：千円）

目的

内容

・廃棄物減量等推進審議会…廃棄物減量及び再利用の促進に関する事項を審議します。諮問事項がなくともごみ減量内容等を報告
し、意見を伺います。
・生ごみ処理機器購入費助成事業…機器購入費を自己負担しても生ごみの減量に取り組まれる方に助成を行い、可燃ごみの減量を
はかります。
・資源物集団回収の充実…再資源化を推進する子ども会・町内会が行う集団回収を支援し制度を堅持します。
・分別収集の周知…ごみ分別が徹底された回収を行うために、住民がわかり易く、また使いやすいごみカレンダー・分別事典を作
成します。
・ごみ収集委託…委託業者の適正な人員・車両配置や収集員の資質向上を指導し、住民から苦情の出ない収集をめざします。

195,918 195,837

経緯

課題

20年度
目　標

20年度
成　果

ごみ量と処理経費は年々増加の一途を辿っていました。ごみ減量と資源化の促進のため、平成16年4月よ
り生ごみ処理機器購入費助成を、平成16年10月より家庭ごみ一部有料化・戸別収集・資源物収集品目の追
加及び事業系一般廃棄物処理手数料の適正な改定を行いました。
また、平成19年4月より廃棄物処理手数料の減免対象者を拡大しました。

Ｂ

Ｂｂ

難易度

達成度

名称・目標値
年　度
瑞穂町
羽村市

総資源化率（集団回収を含めた資源化率）　（単位：％）
H18 H19 H20

H20
ごみ収集委託料　（単位：千円）

H15 H16 H17

羽村市数値は「多摩地域ごみ実態調査」によります。瑞穂町数値はこのデータを使用しませ
ん。理由は算出根拠となる全ごみ量に肉骨粉焼却量が含まれており（平成16年まで）、資源化
率が過小に表されているためです。 金額

H18
H19

年度

201,672 184,947
H14 H15 H16 H17 H18 H19
126,420

羽村市
281,296

収集委託料で比較しましたが、羽村市は平成14年10月より家庭ごみ一部有料化・戸別収集等を
先行して導入した自治体です。また、羽村市データは当初予算です。
平成14年度に比べ平成15年度が減額されているのは、リサイクルプラザの稼動に伴い、それま
で収集に含まれていた一部処理経費が減額されたためのものです。

281,296

280,153

H18
H19

事業費
（予算額）
単位：千円
年度 金額

改良前-①

 



予算・決算等の状況

報酬 報酬 報酬 報酬 報酬

需用費 需用費 需用費 需用費 需用費

委託料 委託料 委託料 委託料 委託料

委託料 委託料 委託料 委託料 委託料

補助金 補助金 補助金 補助金

有 無

有 無

有 無
有 無 有 無

地区別ごみ収集委託料
187,126千円
生ごみ処理機器購入費
助成金　500千円

地区別ごみ収集委託料
187,126千円

廃棄物減量等推進審議
会委員報酬　114千円

資源物回収実施団体奨
励金　6,428千円

印刷製本費1,358千円

ごみ収集表配布委託料
311千円

事業の
適正性

内容
  ・
方法

予算
  ・
人員

積
算
及
び
コ
メ
ン
ト

要
求

査
定

主管課

ごみ収集委託はごみ量
の変動により委託金額
に反映できる方式とし
ます。
資源物集団回収団体の
増加をめざします。

節

195,837 194,784 195,837 195,837 197,707 195,918 195,837 195,337

0

0

195,837 194,784 195,837 195,837 197,707 195,918 195,837

廃棄物減量等推進審議
会委員報酬　114千円

廃棄物減量等推進審議会委員報酬
114千円

事務事業の改革の有無

積算内容 節 積算内容

印刷製本費1,358千円

ごみ収集表配布委託料
311千円

地区別ごみ収集委託料
187,126千円
生ごみ処理機器購入費
助成金　500千円

195,337

査定

家庭ごみ一部有料化・戸別収集導入に伴い、ごみの減量につ
いては、一定の成果があがっていましたが、年々微増傾向に
あります。引き続き広報などを活用し、ごみ減量について積
極的なPR活動を行う必要があります。
また、家庭ごみに比べ増加している事業系ごみについて、早
急に減量対策を講じる必要があります。

ごみ収集委託はごみ量の変動によ
り委託金額に反映できる方式とし
ます。
資源物集団回収団体の増加をめざ
します。

ごみ収集委託はごみ量
の変動により委託金額
に反映できる方式とし
ます。
資源物集団回収団体の
増加をめざします。

ごみ収集委託はごみ量
の変動により委託金額
に反映できる方式とし
ます。
資源物集団回収団体の
増加をめざします。

コメント

積算内容

ごみ収集表配布委託料
311千円

年度
（単位：千円）

H18 H19 H20 H21 H22
１次要求 決算 １次要求 決算 １次要求 決算見込 １次要求 １次要求

事業費

国庫支出金
都支出金 0
町債
その他
一般財源

節

0

積算内容 節

コメント

節 積算内容 節

資源物回収実施団体奨励金　6,226
千円

印刷製本費1,473千円

ごみ収集表配布委託料
315千円

地区別ごみ収集委託料
189,079千円
生ごみ処理機器購入費助成金　500
千円

資源物回収実施団体奨
励金　6,428千円

コメント

コメント コメント コメント

節 査定内訳 節 査定内訳

総括

評価 Ｂ

コメント

ごみの収集経費については、従量制となっておりごみの減量
がはかれれば経費は圧縮できます。経費の圧縮ができるよう
施策を講じごみの減量につとめるよう願います。
人員増要望はありません。

ごみ有料化により家庭、企業での分別の徹底、排出方法の改
善は順調に行われています。しかし、導入後ごみの排出のリ
バウンド現象があることも事実です。今後も、資源物収集品
目の追加等、さらなるごみ減量と資源化への意識を引き続き
啓発していく必要があります。

妥当性
予算
人員

瑞穂町のごみ量を維持していくには、有料化と戸別収集は有
効な手段です。

Ｄ評価

有料化・戸別収集等ごみ減量に効果がある施策を導入し、ご
み排出量を抑えることに成功しました。しかし、多摩地区の
中では最低ランクを脱したに過ぎず、ごみ収集経費、中間処
理経費のみならず西多摩衛生組合分賦金、東京都たま広域資
源循環組合負担金の縮減をめざして、さらなるごみの減量に
取り組んでいく必要があります。

ごみ収集経費については、戸別収集方式に変更することによ
り経費が増加しました。しかし、同時に収集経費の積算を基
本的に従量制にしたので、今後ごみが減量されれば、経費は
縮減できる仕組みになりました。
人員については、有料化・戸別収集が導入され、また有料袋
関係事務等が追加されましたが、順調に推移しているため現
状人員でなんとか対応できる状況です。

人員増要望

改善の必要性

廃棄物減量等推進審議
会委員報酬　114千円

資源物回収実施団体奨
励金　6,428千円

印刷製本費1,358千円

廃棄物減量等推進審議
会委員報酬　57,000円

資源物回収実施団体奨
励金　5,895,750円

印刷製本費3,002,055
円
ごみ収集表配布委託料
466,683円

印刷製本費　1,358千円

廃棄物減量等推進審議会委員報酬
114千円

ごみ収集表配布委託料　311千円

地区別ごみ収集委託料
184,947,000円
生ごみ処理機器購入費
助成金　415,000円

コメント コメント コメント

査定内訳

ごみ収集委託はごみ量
の変動により委託金額
に反映できる方式とし
ます。
資源物集団回収団体の
増加をめざします。

地区別ごみ収集委託料　187,126千円

生ごみ処理機器購入費助成金　500千円

報酬

需用費

委託料

補助金

資源物回収実施団体奨励金　6,428千円

 



114 114

311

57

6,428 6,428 5,896

1,358 1,358 3,002
311 467

187,126 187,126 184,947

500 500 415
毎月の支払い事務

生ごみ処理機器購入費助成事業

2回の審議会開催（ごみ有料化等準備状況報

告と導入後の経過報告）

子ども会連合会での集団回収事業説明
町内会連合会を通じての資源物回収団体
参入の依頼
毎月の奨励金支払い事務

同上カレンダー全戸と事業所へ配布

地区別ごみ収集委託(戸別収集方式)

ごみ収集カレンダーの作成

要綱に基づく補助金交付申請事務と支払い

ごみ収集委託

ごみ収集の分別区分と収集日の周知

資源物集団回収の充実

廃棄物減量等推進審議会事務

構成事務事業一覧

事業費（単位：千円）

H20 H19 H18
名         称 概         要

備
 
 
 
考

主   管   課 査      定

引  継  ぎ  事  項

ごみの減量とそれに伴うごみ処理経費の削減は、町行政
にとって非常に大きな課題です。瑞穂町では平成16年10
月より有料化等の諸施策を一遍に導入しました。しか
し、これは瑞穂町のごみ行政が他市に比べ遅れていたた
めにそうなった結果であり、ごみ減量のために次々と新
たな施策を考えていかないと、また他市に遅れをとって
しまいます。具体的には、家庭ごみ有料化等が落ち着い
た段階では、事業系一般廃棄物の減量について本格的に
取り組んでいく必要があります。

 



平成２０年度事務事業評価シート

事務事業名 福祉会館改修事業及び管理 担当部署 福祉保健部福祉課地域福祉係 作成者 榎本

事
業
概
要

分野コード 3-1-2-6-1 民間委託の有無

大項目 安全で快適なまちづくり 実施計画書掲載

根拠計画及び根拠法令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、地方自治法第244の2、東京都福祉のま
ちづくり条例、瑞穂町福祉会館条例、瑞穂町地域保健福祉計画

平成20年度事業費（単位：千円）

有

分野名 地域福祉 委託料（単位：千円） 12,338

○

小項目 福祉のまちづくりの推進 事業期間 昭和47年から

38,791 平成19年度事業費（単位：千円） 9,625

目的
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び東京都福祉のまちづくり条例や東京都ハートビル条例に
基づき、福祉会館のバリアフリー化を行い、町民だれもが安心し安全に使用できる施設への改修を推進します。同時に
障がい者などに配慮した会議室の貸し出し方法などを含めた町民サービスの充実を目指します。

内容
1．福祉会館のバリアフリー化（エレベーター・2階だれでもトイレの設置等改修工事）を推進します。
2．会議室の貸し出しをします。
3．福祉会館の施設管理をします。

経緯

昭和46年防衛施設周辺民生安定施設整備事業として交付申請をしました。昭和47年3月16日に公民館条例改正、完成
（1,050㎡）を新たな公民館としました。同日付けで福祉会館条例を制定しました。管理を社会福祉法人瑞穂町社会福
祉協議会へ委託しました。同施設を福祉会館として定めました。昭和56年10月に増築（RC2F、387.30㎡）着工し、翌年
3月完成しました（都補助）。平成8年内部改修、車椅子対応のトイレ設置、空調機取替等工事をしました（町単独）。

課題
①福祉施設として、障がい者（児）等が施設の2階への移動が困難なため、改善の必要があります。また、建築後36年
経過し、経年劣化による内外装、電気設備等の損耗が激しく改築の必要があります。
②利用者駐車場の確保が必要と考えます。

20年度
目　標

①福祉会館のバリアフリー化や利便性を向上するため、利用者等に意見聴取を行い、町民の要望を取り入
れた設計を行います。
②駐車場を確保するため公有財産購入を行います。

難易度

Ｂ

20年度
成　果

①町民や利用者等にアンケート調査を行い、要望に沿った設計を行いました。
②福祉会館の駐車場用地を取得し、整備工事を行いました。

達成度

Bb

施設利用状況（H18実績）
なし 全館

16,991人
指
標
１

名称・目標値 　福生市福祉センターと瑞穂町福祉会館の現況比較

885件 15,244人
福生市 2,034㎡ 15人･ストレッチャー仕様 各室個別方式 1,026件
瑞穂町 1,050㎡

コメント及び
他市町村状況

福生市福祉センターは指定管理者制度を導入し、福生市社会福祉協議会が施設管理を行ってい
ます。

（注）瑞穂町では飲食付きの会合が
できるなど、利用形態が違うので一
概には比較できない部分がありま
す。

実
績
値

施設比較 建築面積 昇降機 冷暖房気

事業費
（予算額）
単位：千円
年度 金額
H18
H19 78,532

指
標
２

名称・目標値

実
績
値

年　度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

H18
H19

コメント及び
他市町村状況

事業費
（予算額）
単位：千円
年度 金額

改良前-②



予算・決算等の状況
年度 H18 H19 H20 H21 H22

（単位：千円）１次要求 決算 １次要求 決算 １次要求 決算見込 １次要求 １次要求
事業費 11,350 10,689 9,774 9,625 36,404 38,791 137,366 9,000

国庫支出金 18,000
都支出金 15,000
町債
その他 800 755 800 780 780 418
一般財源 10,550 9,934 8,974 8,845 35,624 20,373 122,366 9,000

積
算
及
び
コ
メ
ン
ト

要
求

節 積算内容 節 積算内容 節 積算内容 節 積算内容 節 積算内容
耐震調査
委託

1,680千円 設計委託 6,035千円 工事 132,366千円
（管理費に含む） 公有財産

購入費等
20,744千円 設計管理 3,000千円

備品購入 2,000千円
管理運営 10,689千円 管理運営 9,625千円 管理運営 9,625千円 指定管理

費

9,000千円

コメント コメント コメント コメント コメント

福祉会館整備に基づく
事前調査(耐震診断調
査、構造調査、建築関
連法令等への適合確認)
及び福祉会館の管理を
行いました。

福祉会館の管理運営業
務を行います。

事前調査に基づく設計委託を行い
ます。
福祉会館の管理運営業務を行いま
す。
駐車場用地の確保を行います。

改修工事及び備品購入
を行います。
指定管理者制度の導入
に伴う条例整備も行い
ます。

指定管理者制度を導入
します。

査
定

節 査定内訳 節 査定内訳 節 査定内訳 コメント コメント
設計委託 12,338千円
公有財産

20,450千円
購入費等

管理運営 8,827千円

使用料 774千円
コメント コメント コメント

事務事業の改革の有無 有 無

事業の
適正性

主管課 査　定

内容
・
方法

平成16年度9月議会一般質問の回答に基づき防衛施設庁との協議を行
い、「瑞穂町地域保健福祉審議会並びに瑞穂町地域保健福祉審議会
庁内連絡会」により施設の有効利用と、障がい者等も利用しやすい
施設を検討したうえで、改修を行うことが必要であると考えます。

高齢者・障がい者・子どもなど地域に暮らす全ての人が、安心して
暮せる地域保健福祉計画の推進と、各分野の事業の進捗状況を管理
することは必要です。福祉課、高齢者福祉課、保健課及び社会福祉
協議会が連携を取り、情報を共有化し他計画との整合性、計画の推
進体制を含め整備されるよう願います。分科会方式等による効率的
な会議運営なども検討を要します。

改善の必要性 有 無

予算
・
人員

予算については、経常支出の外、設計委託料約6,000千円、工事費約
135,000千円を予定しています。

今後の福祉会館の基本的位置づけ（施設目的）を確認願います。工
事に関しては補助金の獲得に鋭意努力願います。
人員増要望はありません。

妥当性
予算 有 無

人員増要望 有 無 人員 有 無

総　括

平成16年9月の議会答弁及び施設の老朽化を考えると、施設の耐震診
断調査、構造調査、建築関連法令等への適合確認を行い、改修事業
をすすめていくのが妥当と考えます。施設の管理については、平成
18年3月議会にて条例改正を行い直轄としましたが、改修事業として
は、平成20年度に設計委託をし平成21年度改修工事着手にかかり、
終了後、指定管理者制度に向け、検討します。なお、歳入（補助
金）については、国ならびに都の補助金について有効なものを選考
していく必要があります。

平成20年度には、福祉会館の改修工事に基づく設計委託を予算計上
し、平成21年度には改修工事を行います。会館内には、社会福祉協
議会や心身障害者福祉センターあゆみ分室が入っており、その移転
先も検討する必要があります。工事が完了し、オープンするときに
は指定管理者も検討する必要があります。

評　価 Ｂ 評　価 Ｂ



構成事務事業一覧

名         称 概         要
事業費（単位：千円）

H20 H19 H18

1,680
設計委託 20年度 12,338
耐震調査等委託 増築部分を含めた耐震調査（3-1-5　福祉会館費）

設計管理 21年度予定 H21　　3,000
改修工事 21年度予定 H21　132,366

福祉会館管理運営業務 会館の管理運営（3-1-5　福祉会館費） 8,827 9,625 10,689
備品購入 21年度予定 H21　　2,000

公有財産購入 駐車場用地の確保 20,450

（歳入）
755福祉会館管理運営業務 会議室の貸し出し（13-12-1　福祉会館使用料） 774 780

備
 
 
 
考

引  継  ぎ  事  項

主   管   課 査      定

改修工事完了後、地方自治法に基づき直営を選択した福
祉会館業務を指定管理者への管理委託を推進します。


